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第１回清瀬市補助金適正化検討委員会会議録（要旨） 

 

会 議 名：平成２９年度 第１回 清瀬市補助金適正化検討委員会 

 

事 務 局：企画部財政課財政係 

 

開催場所：男女共同参画センター４階 会議室１ 

日 時：平成２９年７月２８日（金曜日）午後６時３０分～午後８時３０分 

 

出 席 者：委員１０名（菅原委員、新田委員、原田委員、星野委員、大津委員、 

小柳津委員、北原委員、早坂委員、林委員、村野委員） 

その他７名（渋谷市長、財政課長、財政課財政係長、他３名） 

欠 席 者：０名 

傍聴者数：０名 

 

会議次第 

１．開会 

２．市長挨拶 

３．委嘱状の交付 

４．委員紹介 

５．委員長及び副委員長の選出 

６．議題 

 （１）清瀬市の財政状況等について 

 （２）補助金の交付状況について 

 （３）検討委員会のこれからの進め方について 

 （４）その他 

７．閉会 
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審議経過 

１．開会 

  事務局より開会の挨拶 

 

２．市長挨拶 

  渋谷市長より委員の方々に挨拶 

 

３．委嘱状の交付 

  各委員に対して委嘱状の交付 

 

４．委員紹介 

  各委員及び事務局による自己紹介 

 

５．委員長及び副委員長の選出 

  清瀬市補助金適正化検討委員会設置要綱第３条第２項「委員の互選によ 

り選出」することに基づき、委員長を１名、副委員長を１名決定。 

   ・委員長：星野泉（明治大学政治経済学部教授） 

   ・副委員長：菅原敏夫（公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

  星野委員長より挨拶。 

  菅原副委員長より挨拶。 

  渋谷市長より諮問文が読まれ、代表して星野委員長が諮問文を受け取る。 

 

６．議題 

  本委員会について「公開」とする旨、委員の方々が了承。これにより市ホ 

ームページへの委員情報の公開、議事録（要旨）の掲載、委員会の傍聴を 

認めることなど決定。傍聴人に対する規程として、事務局より提案した清 

瀬市補助金適正化検討委員会傍聴規程について、委員の方々が了承。 

 

  （１）清瀬市の財政状況等について 

   （事務局） 

 資料１・２・３をもとに説明。 

（委員からの意見） （「⇒」以降は事務局の回答） 

・都営住宅が多いことも民生費が増加している要因と考える。 

 ⇒要因のひとつと考えている。 

 

  （２）補助金の交付状況について 
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（事務局） 

資料５をもとに、本資料は平成 29年度予算に計上した全 117の補助

金の一覧であること、また、資料のうち、107番から 110番は債務負

担行為を設定した補助金、111 番から 117 番は平成 29 年度新設の補

助金として分類していることを説明。 

   

  （３）検討委員会のこれからの進め方について 

（事務局） 

資料６をもとに、本委員会については、答申結果を平成 30 年度予算 

に反映させたいこと、１２月までの全８回開催であること、一回あ

たりの開催時間は２時間程度であること、また、検討にあたっては

補助金を交付している所管課ヒアリングを予定していることを説明

し、委員の方々が了承。 

 

（委員からの意見） （「⇒」以降は事務局の回答） 

  ・検討対象となる補助金の基準はあるのか。 

   例えば、特定財源が入っている補助金は対象外にするのか。 

また、債務負担行為を設定している補助金や平成 29年度から開 

始した補助金は対象外にするのか。 

⇒平成 29年度予算で計上している補助金は全て検討の対象で

ある。その中で、対象外とする補助金があるのであれば、

その基準などについても委員会で審議していただければと

考えている。 

・特定財源がある補助金（国や都から補助をうけているもの）に

ついては我々の裁量で廃止したり縮小したりできなのではない

か。 

・必ずしも特定財源があるものを全て市の事業としてやらなくて

はいけないものではないと考える。 

⇒特定財源の有無に関わらず、第 1 回目ということで、全補

助金をお示しした。 

・ヒアリングの対象とする補助金の上限は前回開催時と同様の３

５個までなのか。 

⇒あくまで前回は３５個の補助金が選定されただけなので、審

議の中でそれ以上ヒアリングを行いたいという補助金が挙

がれば、第２回３回委員会の時間の許す限りは可能である。

もちろん少なくても良い。 
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      ・「適正化」は、廃止・縮小だけでなく、増額（充実）も含むのか。 

⇒「適正化」のなかにはもちろん増額（充実）も含まれる。 

・前回（平成 24年度）の答申において「見直し（充実含む）」と 

された補助金について、現状が分かる資料を示して欲しい。ま

た、「見直し」という表現もわかりにくいので、今後の審議の中

で文言の修正は可能か。 

⇒了承。次回の委員会までに作成する。また、表現や文言など

平成 29 年度答申の中身についてもご審議いただければと思

う。 

   ・資料は事前送付して欲しい。 

⇒了承。できる限り事前送付させていただく。 

 

（事務局） 

      スムーズな意見集約のため各委員より検討したい補助金を予め事

務局に提出し、まとめたものを第２回委員会時に資料として配布

する旨を説明し、委員の方々が了承。 

 

  （４）その他 

     次回委員会の日程調整を事務局で行い、下記のとおり決定。 

     ・第２回：平成２９年８月３０日（水）午後６時３０分～ 

     ・第３回：平成２９年９月２２日（金）午後６時３０分～ 

     ・第４回：平成２９年９月２７日（水）午後６時３０分～ 

７．閉会 

 

 

決定事項 

  （１）委員長、副委員長 

  （２）本委員会の公開、及び清瀬市補助金適正化検討委員会傍聴規程 

  （３）本委員会のスケジュール 

  （４）第２・３・４回目検討委員会開催日程 


